
令和４年度 第２回横浜地域地域医療構想調整会議 議事次第 

日時：令和４年12月12日（月） 

19時00分～20時30分 

会場：横浜市医師会会議室 

（ウェブとの併用：ハイブリッド方式） 

１ 開会

２ 協議 

(1) 基準病床数の見直し検討について【資料１】

３ 報告 

(1) 令和４年度第１回地域医療構想調整会議結果概要について【資料２】

(2) 令和４年度病床整備事前協議について【資料３】

(3) 地域医療介護総合確保基金（医療分）令和４年度計画について【資料４－１～３】

(4) 外来機能報告制度について【資料５】

(5) 地域医療構想をめぐる国の検討会における議論について【資料６】

４ その他 

５ 閉会 

【参考資料】 

参考資料１ 令和４年度横浜市病床整備事前協議 公募要項及び評価項目別の評価の考え方 

参考資料２ 令和４年度第１回地域医療検討会開催結果概要（横浜市病院協会） 
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（掲載順は、地域医療構想策定ガイドラインにおける団体掲載順に準じて作成） 
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令和４年度第１回地域医療構想調整会議結果概要について

横浜 川崎 相模原 三浦半島 湘南東部 湘南西部 県央 県西

8月9日 8月8日 8月2日 9月8日 8月31日 9月5日 8月30日 9月12日

1
令和４年度保健医療計画推進会
議及び地域医療構想調整会議等
の運営について

実施する 実施する 実施しない 実施しない 実施しない

3
地域医療介護総合確保基金
（医療分）について

4
令和３年度病床機能報告結果
（速報値）について

5 外来機能報告制度について

6
地域医療構想をめぐる国の検討
状況等について

1 2025プランの更新について
【主な意見】
○病床の取扱いに係る県の要綱でのルールについて、その妥当性については常に検討が必要ではないか。（湘南東部）
○移転等に伴い、どういった医療を提供するのかということについて、分かりやすく地域に説明することが必要ではないか。（湘南東部）

令和４年度病床整備事前協議に
ついて

【主な意見】
○大変厳しい労働力問題も厳然としてあることを踏まえると、今後進められる事前協議のプロセスにおいて、それぞれの段階での検討を十分慎重に行ってほしい。（横
浜）
○医師の働き方改革に加え、看護職員の人材確保がままならない状況で病床を増やすことは地域医療に影響があるのではないか。神奈川県は神奈川県の基準病床数の算出
方法みたいなものを認めてもらった方がいいのではないか。（川崎）
○高度急性期から回復期、慢性期に至るまではグラデーションで、急性期と括られている中でも回復期の患者がいる。それぞれの機能の中のどのくらいの部分がその機能
を果たしているのか、回復期機能の病棟として使われている部分もかなりあるので、そういった議論も必要ではないか。（相模原）
○回復期の病院を一つ作るよりは、高齢化を迎えて、また、感染症に強い病床に変えたいということで、いくつかの病院は時代に合った病棟運営に変えていきたいという
思いがかなりあるように感じるので、そういった病院が充実するための病床として使えるといいのではないか。（相模原）
○新型コロナウイルス感染症の影響により、病床の稼働率が大変不安定で状況判断が困難である。（三浦半島）
○医療従事者の人材不足による非稼働病床が176床（令和３年度病床機能報告結果（速報値））ある。（三浦半島）
○第８次医療計画の事業に新興感染症が位置づけられることによる病床整備の判断をしかねる。（三浦半島）
○基準病床数の算定に当たっては、算定に使用したデータ等も示していただきながら、地域の意見をよく聴いて決めるようにしてほしい。（湘南東部）
○既存病床数が不足となった要因は、現に稼働している病床の減ではなく、医療提供体制に変動はない。（湘南西部）
○コロナで状況が不透明な状態が続いている。見送りでよいのではないか。（県央）

【主な意見】
○報告項目の中にはレセプトで把握できるものもあるので、そういったものを集計すればいいのではないか。（横浜）
○制度の内容が複雑であることから、今後丁寧な説明をお願いしたい。（三浦半島）

【主な意見】
〇循環器病対策推進計画について、協会けんぽの令和元年度の加入者１人当たりの医療費データをみると、循環器疾患の１人当たりの医療費は全国平均を上回っている。
また、全国的にはがんの医療費が高くなっているが、神奈川の場合、循環器系疾患の医療費が他の疾病の医療費を押さえて最も高い状態にある。県民のＱＯＬを高め、医
療費適正化を進めるためにも、より実効性が高いものとなるようにお願いしたい。（横浜）
〇医師の働き方改革について、川崎、神奈川の現状がどうであって、どのくらい需給バランスが崩れるのか、今年度からかなり力を入れて調べる必要があるのではない
か。病院だけでなく休日急患診療所といった救急医療の関連施設もよく調べるべき。また、大学所属の医師について、所属元の大学自体が全てを把握していないケースが
多いので、ボトムアップでの調査も必要ではないか。（川崎）
○６事業の中でも小児、新興感染症は、医師の働き方改革の影響が大きい。８次計画の前にしっかり検討する必要がある。（川崎）
○８次計画策定の議論の際には、医療費等のデータもあるとよいのではないか。（県央）

地域の個別議題等

【主な意見】
○回復期病床について、診療報酬改定で基準が厳しくなっている。必要病床数での推計された病床数が本当に必要なのか。（湘南西部）

【主な意見】
○基金の執行額を増やすとともに、更なる事業提案の取組強化をしてほしい。（相模原）
〇地域の団体等が基金の活用をしていくために、事業提案をより強化していくべき。（三浦半島）
〇基金を活用した各事業がどのような効果があったのか示してほしい。（三浦半島）

【主な意見】
○いずれも重要課題と認識しているので、地域医療構想調整会議でも議論していきたい。（湘南西部）
○在宅医療や医療・介護連携の議論があまりされていないので、会議の下にＷＧ的なものを設置する必要もあるのではないか。（県央）
〇県西は人口減少地域。医師の働き方改革などもあり、今までできていることをどう維持するか、工夫が必要。地元を中心に、県がどのようなサポートができるか、早期
に各２次医療圏と県で議論を進める必要があるのではないか。（県西）

2

資料２
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令和４年度第１回地域医療構想調整会議結果概要について

横浜 川崎 相模原 三浦半島 湘南東部 湘南西部 県央 県西

8月9日 8月8日 8月2日 9月8日 8月31日 9月5日 8月30日 9月12日

資料２

2
【三浦半島】
事業化の推進について

3
【湘南西部】
病床の取扱いについて

【主な意見】
①東海大学大磯病院は中郡の中で唯一の救急受入及び多岐にわたる診療や入院を受け入れることのできる総合的な病院として、地域医療の中心的な役割を担っているこ
と、②新型コロナ感染症に早期から対応し、現在も神奈川モデル認定医療機関として、コロナ陽性患者の受入を行っていること、③病院が廃止になった場合、地域医療へ
の影響が大きいことから、医療提供の空白期間を生じさせない必要があること、の３点の事項を踏まえ、原則どおり、病床を返上した場合の地域医療への影響が大きいこ
とから、病院等の開設等に関する指導要綱第７条に定める適用除外の案件としていただきたい。

【主な意見】
○回答があった施設等と意見交換できる場があるとよい。（県央）

4

【県央】
県央地区における居住施設等の
介護サービス（医療対応）等調
査
【県西】
県西地域における医療・介護の
連携体制の構築について

【主な意見】
○地域医療連携協定を促進するための事業化についての提案が、横須賀共済病院からあった。
〇横須賀共済病院がフロントランナーとして取りまとめていきたい。
〇今後アライアンスに参加して、ぜひ連携してやっていきたい。
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令和４年度事前協議における各医療圏の公募条件 

 

〇横浜二次保健医療圏 

１ 回復期機能または慢性期機能を担うもの（表１）とする。  

２ 新興感染症等の感染拡大時に陽性患者の受入医療機関となることを前提とし、ゾーニング等 

の観点から活用しやすい病床を新たに整備する場合は、病床機能に関わらず特例的に配分を検討する。 

３ 横浜市内の既存の医療機関の増床を優先とする。 

（表１） 回復期または慢性期機能を担う病床として算定する入院料等 

回復期 

機能 

地域包括ケア病棟入院料 又は 地域包括ケア入院医療管理料 

回復期リハビリテーション病棟入院料 

慢性期 

機能 

療養病棟入院基本料 

有床診療所療養病床入院基本料 

障害者施設等入院基本料  

特殊疾患病棟入院料 又は 特殊疾患入院医療管理料 

緩和ケア病棟入院料 

４ 配分に当たっての考え方 

（１）病床の配分は、以下の視点で総合的に評価して行う。 

ア 地域の医療需要との整合性 

イ 地域医療連携に係る調整状況とこれまでの実績 

ウ 運営計画（人材確保計画、資金計画）の実現性 

エ 整備計画（土地確保、建築計画）の確実性 

（２）病床は、以下の点を要件として、配分する。 

ア 病院等の開設等に関する指導要綱の事前協議の申出要件を満たしていること。 

イ 原則として、開設等許可後10年間は、配分を受けたときの病床機能と病床数を維持すること。 

ウ 10年を経過した後も、病床機能や病床数を変更する場合は、事前に地域医療構想調整会議に諮

ること。 

 

〇相模原二次保健医療圏 

１ 病床機能区分は、回復期を担うもの（表２）とする。 

（表２） 

病床 

機能 
診療報酬上の入院料等 

回復期 

機能 

・回復期リハビリテーション病棟入院料 

・地域包括ケア病棟入院料 又は 地域包括ケア入院医療管理料 

２ 相模原市内の既存の医療機関の増床を優先とする。 

３ 配分に当たっての考え方など 

（１）病院等の開設等に関する指導要綱の事前協議の申出要件を満たしていること。 

（２）原則として、開設等許可後10年間は、配分を受けたときの病床機能と病床数を維持すること。 

（３）10 年を経過した後も、病床機能や病床数を変更する場合は、事前に地域医療構想調整会議に諮る

こと。 

資料３（別紙） 
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医療介護総合確保促進法に基づく神奈川県計画（R4年度分）医療分事業（案）一覧

区分Ⅰ－１　病床の機能分化・連携 1,909,178 

病床の機能分化・連携を促進するための基盤整備 1,909,178 

急性期病床等から回復期病床等への転換を行う医療機関の施設整備に対して補助
する。

1,046,134 

医療機関に対するセミナーの開催や各地域での検討会等の取組により、不足病床
機能区分への転換促進や地域医療構想の推進を図る。

5,577 

横浜市西区、港北区を中心としたＥＨＲの構築事業に対して補助する。 194,260 

2
構想区域病床機能
分化・連携推進事
業

地域医療支援病院等の地域の基幹病院が担う機能を質・量ともに強化し、地域医療
構想の実現に向けて必要な再整備・機能強化を行うに当たり、施設整備費に対して
補助を行う。（令和４年度は川崎市立川崎病院）

488,808 

3 緩和ケア推進事業 緩和ケア病棟の整備を行う医療機関に対して補助を行う。 174,399 

区分Ⅱ　在宅医療の推進 255,759 

在宅医療の体制構築 58,102 

在宅医療の推進のため、在宅医療に係る課題の抽出や好事例の共有等に取り組
む。
・協議会開催（県全域、保健福祉事務所単位）
・研修会、普及啓発事業（各地域）

2,652 

郡市区医師会が実施する在宅医療の推進に資する事業（地域支援事業は除く）に係
る経費について補助する。

7,413 

在宅医療におけるオンライン診療等の環境を整備するため、情報通信機器等の初期
経費を補助する。

6,000 

在宅医療従事者等の多職種連携と医療的ケアのスキル向上に向けた研修拠点と、
患者や家族が在宅医療を直接体験できる拠点となる在宅医療トレーニングセンター
の設置・運営に係る経費に対して補助する。

27,523 

在宅で看取りまで行い、かつ、看取った患者に対する死体検案及び死亡診断書・死
体検案書の作成まで適切に行うことのできる地域の医師を育成する研修を実施

754 

5
訪問看護推進支援事
業

　在宅医療の進展及び高度・多様化する訪問看護のニーズに対応するため、訪問看
護推進協議会を設置し、在宅医療への支援のあり方を調査・検討するとともに、訪問
看護に従事する看護職員の養成・確保・定着を図り、訪問看護の提供体制を整備す
る。

13,760 

在宅歯科医療における口腔ケア等の充実及び医科や介護との連携強化 171,827 

在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、医科や介護との連携の促進や地域の相
談窓口などの役割を担う在宅歯科医療中央連携室を１箇所、在宅歯科医療地域連
携室を各地域に設置する。

135,390 

在宅歯科医療地域連携室と連携する休日急患歯科診療所等において、訪問歯科を
受けている在宅要介護者等で一般歯科診療所では対応できない重度な口腔内疾患
等への治療機会を確保するために実施する歯科診療に係る経費及び施設・設備整
備費に係る経費の一部を補助する。

31,076 

7
口腔ケアによる健康
寿命延伸事業

　高齢者における要介護状態の入り口のひとつである口腔機能の低下を回復可能な
段階で改善するため、オーラルフレイル改善プログラムの普及を地域におけるモデ
ル事業として行う。

5,361 

小児の在宅医療の連携体制構築 14,030 

8
小児等在宅医療連携
拠点事業

在宅療養を行う医療依存度の高い小児等やその家族が地域での療養生活を支える
体制を構築するため、会議体、相談窓口の設置、研修の実施等を行う。

14,030 

在宅医療を担う人材の確保・育成 11,800 

9
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ研
修事業

訪問看護ステーションの訪問看護師の実践的な研修体制を構築し、県内における在
宅医療提供体制の充実を図る。

11,800 

区
分

体
系

№ 計画事業名

1
病床機能分化・連携
推進基盤整備事業

概　要
R4年度

基金必要額

4
在宅医療施策推進事
業

6
在宅歯科医療連携拠
点運営事業

№欄は、R4年度計画の事業番号

資料
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区
分

体
系

№ 計画事業名 概　要
R4年度

基金必要額

区分Ⅳ　医療従事者の確保・養成 1,960,933 

医師の確保・養成 496,391 
県内の医師不足病院等を把握・分析し、医師のキャリア形成と一体的に医師不足病
院
の医師確保の支援等を行う地域医療支援センターを運営し、医師の偏在解消を図
る。

7,786 

横浜市立大学医学部生を対象とした修学資金貸付制度により、毎年５名に対して県
が学生本人に対して毎年度貸付を行う。

22,813 

医療従事者の離職防止や定着促進、医療安全の確保等を図るため、勤務環境改善
に主体的に取り組む医療機関を支援する。

2,546 

地域医療を担う医師を確保及び育成するため、北里大学、聖マリアンナ医科大学及
び東海大学の地域医療医師育成課程の学生を対象とした修学資金の貸付を行う。

109,200 

60,000 

10,706 

12
病院群輪番制運営事
業

　二次救急医療圏ごとに市町村と医師会等が協力して実施する病院群輪番制の運
営事業に補助する。

244,889 

13
小児救急医療相談事
業

　夜間等における子どもの体調や病状の変化に関する電話相談体制を整備する。 38,451 

看護職員の確保・養成 1,462,167 

　看護師等の養成・確保を図るため、民間立看護師等養成所等に対して、教員、事
務職員人件費等の運営費を補助する。

462,129 

看護師養成所の新築、増改築（改修を含む。）に要する工事費又は工事請負費に対
して補助する。

546,584 

　厚木看護専門学校に対して、教員、事務職員人件費等の運営費を補助す
る。

27,049 

　医療機関等の実習指導者講習会等受講経費や、実習受入施設の代替職員
経費への補助を行う。

17,718 

　看護師等の資質向上を推進するため次の各項目の事業を実施する。
　・質の高い看護職員を育成するための検討、
　　看護職員の就業状況を把握する。
　・看護師の仕事や看護職の資格取得についての小冊子を作成し、啓発活
動を行う。
　・看護職員の職種別及び看護管理者等、対象別に看護実践能力向上のた
めの研修事業等を実施する。
　・理学療法士、作業療法士、放射線技師の実習指導者等の資質向上のた
めの研修を行う。

4,703 

　看護師等の資質向上のための研修会を支援する。 542 

　病院において新人看護職員の実践能力を獲得させる研修への支援を行
う。

98,002 

医師・看護師等の離職防止と再就職促進のため、病院内保育事業の運営費に対し
て補助する。

190,502 

院内保育施設整備に対して補助する。 4,443 

10
医師等確保体制整備
事業

14
看護師等養成支援事
業

11
産科等医師確保対策
推進事業

産科勤務医等の処遇改善とその確保を図るため、分娩手当を支給する病院、診療所
及び助産所に対し補助を行う。

15 院内保育所支援事業
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区
分

体
系

№ 計画事業名 概　要
R4年度

基金必要額

　看護師等養成施設の専任教員、臨地実習に必要な実習指導者及び認定看護師
等を養成する。

29,040 

　効果的で質の高い実習指導を行える指導者を安定的に育成する。 9,175 

　看護専任教員の仕事の魅力を広く発信するとともに、看護専任教員に興味のある
看護師を対象とした研修等を実施することで看護専任教員として働く意志がある者を
増やし、看護専任教員の成り手の増加を図る。

999 

17
潜在看護職員再就業
支援事業

潜在看護職員の再就業の促進のため、普及啓発、相談会及び見学会等を開催し、
求人から採用までを支援する新たな取組みを進め、離職者の再就業を促進する。

16,542 

　看護師等の確保・定着のため、看護師等養成施設等の在学者へ、修学資金の貸
付けを行う。

49,180 

　県内で理学療法士等として就業しようとする人材を育成するため、学生に修学資金
を貸与する。

3,300 

19
重度重複障害者等支
援看護師養成研修事
業

看護職員や看護学生に対して、福祉現場における看護の必要性についての普及啓
発と、医療ケアが必要な重度重複障害者等に対する看護についての知識や技術を
習得するための研修を実施し、重度重複障害者等のケアを行う専門看護師の養成
確保、人材の定着を図る。

1,559 

20
精神疾患に対応する
医療従事者確保事業

県内の精神科病床を有する病院の新人看護職員を対象に、臨床についての研修を
行い早期離職の防止を図ると共に、中堅看護職員を対象に、最新の精神科看護に
ついての研修を行い、時代の変化に対応する看護職員を養成する。

700 

歯科関係職種の確保・養成 2,375 

21
がん診療医科歯科連
携事業

これまで実施してきた研修・検証事業で得られた知見を踏まえつつ、がん診療におけ
る医科歯科連携の研修資材兼患者説明用リーフレットを作成し、医療従事者から患
者へ説明し配付する。

499 

22
歯科衛生士・歯科技
工士人材養成確保事
業

　歯科衛生士・歯科技工士の人材確保並びに今後一層重要となる在宅歯科医療の
人材育成の研修に対して補助する。

1,479 

23
歯科衛生士確保・養
成事業

地域の団体等が実施する研修事業に対し補助する。 397 

区分Ⅵ　勤務医の労働時間短縮 79,800 

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備 79,800 

24
地域医療勤務環境改
善体制整備事業

医療機関が医師の労働時間短縮に向けた取組を総合的に実施する事業に対し必要
な費用を支援する。

79,800 

合　計 4,205,670 

18
看護職員等修学資金
貸付金

16
看護実習指導者等研
修事業
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1 

 

平成27年度～令和３年度の国財源における活用事業の事後評価について 

＜R3年度の国財源にて行った事業＞ 

 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携 

地域医療構想

の達成に向け

た医療機関の

施設又は設備

の整備 

【R3】 

◇医療機関に対する、回復期病床への転換を促すためのセミ

ナー・相談会や個別支援の実施 

（転換検討に対する相談支援：５医療機関） 

◇各構想区域の医療機関の参加するワーキンググループや検

討会等の実施） 

 

 

・新型コロナウイルスのため未実施 

・各構想区域の医療機関の参加するワーキング

グループや検討会等の実施（９構想区域で開

催） 

・医療機関の理解促進を図ることな

どとあわせて、人材の確保・養成を

推進していくことで、今後の病床の

機能分化・連携を推進していく。 

在

宅

医

療

の

推

進 

居宅等におけ

る医療の提供 

【R1・R3】 

◇在宅医療を提供できる医療機関や事業所等の増加、従事する

人材の育成などにより、在宅医療提供体制を充実させる。 

・訪問診療を実施している診療所・病院数 

1,455（平成27年度） → 2,139（令和５年度） 

・在宅療養支援診療所・病院数 

930（平成29年）  → 1,302（令和５年度） 

・在宅看取りを実施している診療所・病院数 

694（平成27年度） → 1,020（令和５年度） 

・訪問歯科診療を実施している歯科診療所数 

725機関（平成26年度）→982機関（令和５年度） 

 

 

・訪問診療を実施している診療所・病院数 

1,467（令和２年度） 

・在宅療養支援診療所・病院数 

956（令和２年度） 

・在宅看取りを実施している診療所・病院数 

764以上（令和２年度） 

・訪問歯科診療を実施している歯科診療所数 

 1,416箇所（令和２年度） 

・地域により医療資源に差があるこ

となどを踏まえ、県が市町村や医師

会等と連携し、在宅医療・介護連携

推進事業を担う市町村を支援すると

ともに、在宅医療の提供体制の整備

を推進していくことで在宅医療従事

者の増加に結び付けていく。 

 

医

療

従

事 

医師の確保 

【R3】 

◇医師不足、産科や小児科などの特定の診療科や地域による

偏在などの解消 

 

・人口10万人当たり医師数（医療施設従事者） 

205.4 人(平成28 年)→227.9人(令和４年度) 

・産科医・産婦人科医師数  

772人（平成28 年）→783人（令和４年12月） 

・休日・夜間における小児二次救急医療体制の確保ができて

いるブロック数 

14ブロック（平成29年度）→現状体制の維持 

・不要不急の医療機関受診抑制数 

 18,891件（令和３年） 

 

 

 

・人口10万人当たり医師数 

223.0人（令和２年） 

・産科医・産婦人科医師数 

794人（令和２年12月） 

・休日・夜間における小児二次救急医療体制の

確保ができているブロック数  

14ブロック（令和３年） 

・不要不急の医療機関受診抑制数 

24,390件（令和３年） 
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 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 

者

の

確

保 

看護職員の確

保 

【R1・R3】 

 

 

 

◇就業する看護職員数（人口10万人当たり）の増など 

・県内の就業看護職員数 

80,815人（平成30年12月末）→90,000人（令和３年度） 

 

・看護職員等修学資金借受者の県内就業率 

96.0％（令和元年度）→98.0%（令和４年度） 

  

・届出登録者の増加 

3,850件（令和元年度）→4,550件（令和３年度） 

 

 

・届出登録者の応募就職率の増加 

81.0％（令和元年度）→85.8％（令和３年度） 

 

 

 

 

 

・重度重複障害者等支援看護師養成研修の修了者 

20人（令和３年度） 

 

・認知行動療法等を実践できる看護職員として育成した人数 

 

新人看護職員対象研修受講者 50名（令和３年度） 

 

中堅看護職員対象研修受講者 50名（令和３年度） 

 

 

 

 

 

・県内の就業看護職員数 

86,360人（令和２年12月末） 

 

・看護職員等修学資金借受者の県内就業率 

96.9%（令和３年度） 

 

・届出登録者の増加 

4,248 件（令和元年度）→5,265 件（令和２

年度）→6,258件（令和３年度） 

 

・届出登録者の応募就職率の増加 

72.6％（令和元年度）→67.6％（令和２年

度）→44.9％（令和３年度末） 

※応募就職率は目標値を下回ったが、母数の

増加によるものであり、就職数は増加して

いる。 

 

・重度重複障害者等支援看護師養成研修の修了

者19人（令和３年度） 

 

・認知行動療法等を実践できる看護職員として

育成した人数 

新人看護職員対象研修受講者 43 名（令和

３年度） 

中堅看護職員対象研修受講者 17 名（令和

３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知行動療法に関する研修につい

て、令和４年度は引き続き認知行動療

法等を実践できる看護職員を育成する

ため、多くの参加を促すよう努める

が、新型コロナウイルス感染症の拡大

状況に応じ、適切な対応を図ることと

する。 
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 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 

 歯科関係人材

の確保 

【R3】 

◇神奈川県の１診療所あたりの就業歯科衛生士数は全国平均

と比べ低い水準であり、また、今後需要増が見込まれる在

宅歯科医療に対応できる人材も不足しているため、再就業

支援、養成・育成により、必要な歯科医療人材を確保する

ことを目標とする。 

・県内の在宅療養支援歯科診療所数の増加  

642（令和２年度）→ 660（令和３年度） 

 

・県内養成校から県内歯科関係施設への就職者数 

 

【普及啓発事業】県内養成校入学者の増 前年＋80 人（令

和３年度） 

【研修事業】受講者のうち訪問歯科診療を行う歯科衛生士 

100 人（令和３年度） 

 

 

 

 

 

・県内の在宅療養支援歯科診療所数の増加 

649施設（令和２年度） 

 

・県内養成校から県内歯科関係施設への就職者

数 

【普及啓発事業】県内養成校入学者 前年－10

人 

【研修事業】新型コロナウイルス感染症の影

響により中止 

 

勤

務

医

の

働

き

方

改

革 

勤務医の労働

時間短縮に向

けた体制の整

備 

【R3】 

◇医療機関に対し、地域医療提供体制を確保できる適切な時

間外労働時間上限水準の適用と、将来的な勤務医の労働時

間縮減 

・53％（令和元年） → 目標100％（令和６年） 

・事業後に直近３か月の平均超過勤務時間が事

業前と比べて減少した医療機関  

 

84％（令和３年） 
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＜R元年度の国財源にて行った事業＞ 

 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 

在

宅

医

療

の

推

進 

居宅等におけ

る医療の提供 

【R1・R3】 

◇在宅医療を提供できる医療機関や事業所等の増加、従事する人

材の育成などにより、在宅医療提供体制を充実させる。 

・訪問歯科診療を実施している歯科診療所数 

725機関（平成26年度）→982機関（令和５年度） 

 

 

・訪問歯科診療を実施している歯科診療所数 

 1,416箇所（令和２年度） 

 

医

療

従

事

者

の

確

保 

 

 

 

 

看護職員の確

保 

【R1・R3】 

◇就業する看護職員数（人口10万人当たり）の増など 

・県内の就業看護職員数 

80,815人（平成30年12月末）→90,000人（令和３年度） 

 

・県内院内保育施設運営費補助対象数 

120施設（令和３年度） 

 

 

・県内の就業看護職員数 

86,360人（令和２年12月末） 

 

 

・県内院内保育施設数 

118施設（令和３年度） 

（※2施設は補助要件を満たせず） 

 

・医療の高度化など、医療や社会の

変化に対応した看護職員の養成・確

保について、引き続き推進していく

必要がある。そのために、質の高い

教育を提供できる看護教員が欠かせ

ないが、志望者の減少や教員の高齢

化が進んでいることから、看護教員

を継続的に確保するとともに、養成

数の増に伴った実習施設の確保が必

要である。 

・中小規模の病院の離職率が他と比

べて高いなど、中小規模の病院の実

情を踏まえた支援策や、子育て期に

ある看護職員の仕事と子育ての両立

を支援するなど、看護職員の職場定

着に向けた取り組みを引き続き推進

する必要がある。 
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＜H30年度の国財源にて行った事業＞ 

 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携 

地域医療構想

の達成に向け

た医療機関の

施設又は設備

の整備 

【H30】 

◇医療機関に対する、回復期病床への転換を促すためのセミ

ナー・相談会や個別支援の実施（医療機関向けセミナー・

相談会：４回、転換検討に対する相談支援：10医療機関） 

・地域医療連携の推進を目的としたコンサルテ

ィング事業を１地域で行った。 
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＜H28年度の国財源にて行った事業＞ 

 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携 

地域医療構想

の達成に向け

た医療機関の

施設又は設備

の整備 

【H27・H28】 

◇急性期病床等から回復期病床への転換を促進する。 

・回復期病床数 

 314床の増（令和３年度目標） 

 

・回復期病床への機能転換 

93床（回復期+慢性期） 

 

医療機関に対し、地域医療構想の

趣旨や本事業の支援について周知を

十分に行うことで、回復期病床への

転換を促していく。 
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＜H27年度の国財源にて行った事業＞ 

 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 

病

床

の

機

能

分

化 

・

連

携 

緩和ケア推進

事業 

【H27】 

◇緩和ケア病棟整備数 16 施設（27 年度）→25施設（令和

３年度） 

 

◇23施設（令和３年度末） 今後も地域における緩和ケア提供体

制の充実を図るため、引き続き緩和

ケア病棟を整備していく。 

 

病床の機能分

化・連携を推

進するための

基盤整備事業 

【H27・H28】 

◇急性期病床等から回復期病床への転換を促進する。 

・回復期病床数 

 314床の増（令和３年度目標） 

 

◇特定の医療機関における外来リハ件数の増加 

平成30年度166件→令和３年度365件 

 

・回復期病床への機能転換  

93床（回復期+慢性期） 

 

・特定の医療機関における外来リハ件数 

348件（令和３年度） 

医療機関に対し、地域医療構想の

趣旨や本事業の支援について周知を

十分に行うことで、回復期病床への

転換を促していく。 

在

宅

医

療

の

推

進 

在宅医療施策

推進事業 

【H27】 

◇在宅医療トレーニングセンターにおいて、年間1,600人

（28年度～）の医療従事者のスキル向上を図る。 

 

◇郡市医師会が市町村と連携して在宅医療の推進に資する事

業を実施する区域数：８区域 

・16,391人の医療従事者のスキル向上を図っ

た。（令和３年度） 

 

・郡市医師会が市町村と連携して在宅医療の推

進に資する事業を実施した区域数 

８区域（令和３年度） 
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